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新型コロナウイルス感染症対応に関する県立高等学校における外部の来校者 

への対応について 

このことについて、生徒・教職員への感染拡大防止の観点から、下記の点について留意

すること。 

                 記 

１ 不要不急の来校は控えてもらい、電話等の方法で対応をお願いすること。 

２ 進路指導等の関係でやむを得ず来校する方については、必要最小限の人数での来校 

 を求めるとともに、来校者の検温、マスクの着用等咳エチケットの順守をお願いする。 

また、高校側も最小限の人数で対応し、短時間での対応を心掛けること。 

３ 報道機関からの取材については、感染拡大防止の措置であることを説明した上で、 

一旦は遠慮してもらうようにお願いする。しかしながら、同意を得ることが難しい場 

合には、取材を受けることも認めるが、教室等への立ち入りや生徒に近い場所での撮 

影や生徒へのインタビューについては認めないこととする。 

取材の際は必要最小限の人数での来校を求めるとともに、来校者の検温、マスクの 

着用等咳エチケットの順守、校内に持ち込む機材の消毒などの感染症感染拡大防止へ 

の十分な配慮を行うように求めること。 

４ 上記１～３の対応について職員に周知するとともに、各校で来校者対応を定め、学 

校の来客用玄関等に掲示し、あわせて、学校のホームページでの周知も行うなど広く 

理解を求めること。 
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